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国際登録制度の概要： 制度の特徴

国際登録は、国際事務局に対する一つの手続で複数国の国内登録と同じ効果を
得る制度。

本国の出願・登録に基づき、本国の特許庁を通じて、国際事務局（WIPO）に対し
保護を希望する国を指定して出願。WIPOでは方式チェック後「国際登録」する。

各指定国は、一定期間内に国内では登録できない旨を通報した場合を除き、通
常の国内登録と同じ効果（保護）を与えることになる。

国際登録は、国際登録日から１０年間存続（10年毎更新可）。

国際登録の更新や権利移転は、WIPOに対する一つの手続で済む。

 基礎となった本国の出願・登録が国際登録日から５年以内に消滅した場
合は、国際登録及び指定国での保護も自動的に消滅する（セントラルア
タック）。５年経過後は、本国の出願・登録の権利消滅によっては影響を
受けず、国際登録・各指定国で有効に維持される。

 国際登録の維持に関する手続は、WIPOに対する手続（直接又は本国特
許庁経由）で完結できる（各国への手続は不要）。

• WIPOでは、登録要件を審査しない。

•各指定国の特許庁は、WIPOからの通報を受けて国内処理（審査等）を
開始する。国内で登録（保護）できない場合には１年（又は１年６か月：
国より期間が異なる）の間にその理由を通告（暫定的拒絶通報）しなけれ
ばならない。

•国際登録は、国内処理の結果登録を拒絶された指定国を除き、各指定
国の国内登録と同じ効果が自動的に与えられる。

•暫定的拒絶通報があった指定国では、その国の通常の国内出願と同様、
その国の特許庁との間で意見書等により反論することができる。

⇒何ら問題なく指定国での登録（保護）が得られた場合は、各国の現代理人
の費用を削減できる。暫定的拒絶通報を受けた国で登録を図りたい場合に
のみ現地代理人を選任して国内の手続を進めることになる。

・「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」（1989年に制定）
（単に「マドリッド・プロトコル」（略称「マドプロ」）とも呼ばれる）

に基づく制度。
・2019年４月１日現在120か国に及ぶ。
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商標制度の概要： 国際登録の流れ

日本企業が国際登録して指定国での国内保登録（保護）を得る場合
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国際事務局（WIPO）
で

「国際登録」

加盟国のなかから登録したい国
を指定（指定国）。

＊国際登録後も指定国の追加
が可能（事後指定）。

各国でWIPOからの通知を受けて
国内処理（審査他）が開始。

１年（国により18カ月）以内に暫定的拒絶通報がない限り
国際登録は、

各指定国で国内登録と同じ効果が得られる

国内審査の結果、最終拒絶されれば
当該指定国では登録（保護）されない。

・
・
・

暫定的拒絶通報（拒絶理由通知に相当）
は、WIPO経由で出願人に送付。

これに対する応答（反論等）は、
通常、現地実務に精通した各国代理人
を通じて指定国特許庁に行うことになる。

各指定国

日本特許庁への提出日が
国際登録日
となる。

・
・
・

方式チェック後、
・国際登録（登録番号付与）

・国際公開。
（登録要件の審査なし）

日本出願（係属中）、
又は

日本登録（存続中）、

を基礎に日本特許庁に国際出願

出願人

・・・

各指定国に通知される。

WIPOのサイト
Madrid Monitor

で各国の状況も公開
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